
令和２年６月１７日 

 

豊田市介護サービス機関連絡協議会 

会員各位 

豊田市介護サービス機関連絡協議会 

会長 松本 英朗 

 

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的

な取扱いについて（第１２報）」の理解を深める会 

 

平素よりお世話になっております。先日厚労省から発出されました介護保険最新情報

Vol.842「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取

扱いについて（第１２報）」について、関係事業所対象に内容や運用について理解を深める

会を開催いたします。下記をご確認の上、参加希望の方は FAXで事務局までご返信くださ

い。よろしくお願いいたします。 

 

記 

〇対象    居宅介護、通所介護、通所リハ、短期入所の事業所 

〇日時    令和２年６月１９日（金） １８：００～１８：３０ 

〇場所    豊田市福祉センター４F ４１会議室（サービス調整会議を行う場所です） 

〇内容   「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時

的な取扱いについて（第１２報）」についての情報共有及び補足説明 

 

 

以上 



豊田市介護サービス機関連絡協議会 

事務局 行 

                 ＦＡＸ：０５６５－３２－６０１１ 

 

 

理解を深める会 参加申込書 

 

 

座席番号 Ｎｏ．  

事業所名  

参加者氏名                

電話  

ＦＡＸ  

※会場の都合上、参加者は１事業所につき１人とさせて頂きます。 

 

 

申込期限：６月１９日 正午 

 

 


